
ご依頼から料金のお支払いまでの流れ 

 

依頼 
発注者からセンターに仕事を依頼 

（電話または来所） 

 

規約同意 
発注者は高梁市シルバー人材センター利用規約と 

高梁市シルバー人材センター会員業務就業規約に同意 

 

利用契約 

発注者はセンターとシルバー人材センター利用契約を結ぶ 

（原則、事業所は書面、一般家庭は口頭にて手続き） 

※利用契約は準委任の契約関係のため印紙税法の対象外 

(収入印紙不要) 

 

仕様書明示 
会員は会員業務仕様書に同意 

（発注者と会員間で契約が成立） 

 

就業 会員は会員業務仕様書に基づき作業を実施 

 

ご請求 センターから発注者に料金を請求 （作業完了の翌月） 

 

お支払い 
指定の口座へお振り込み、 

または現金をセンターへご持参してお支払い 

 


